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　先般、2月23日に静岡県富士宮市内の建築物(築38年、鉄骨3階建て)において外壁タイルが幅12メー

トルにわたって落下する事故が発生しました。幸い人的被害はありませんでしたが、通行人に被害が及

ぶ等の重大事故に繋がる可能性がある事故であります。

ことから中止を決定いたしました。 　このような外壁タイル等の落下事故を未然に防止するために、特に、不特定多数の方が利用される施

　被災されましたみなさまに対して、心からお見舞い申し上げますとともに、 設や人通りの多い道路に面する建築物を所有(管理)されている方におかれましては、下記のとおり日頃

一日も早い復興をお祈り申し上げます。 から適正な維持保全に努めていただきますようお願いします。

職員人事について ４月１日より職員の人事に変更がありました 1 外壁の適正な維持保全とは

ご紹介いたします 外壁は、年数が経過すると老朽化し、ひび割れや浮き上がり、腐食等が発生します。そのまま放置

職種 氏　名 コメント すると外壁の落下により思わぬ事故が発生し社会的な責任も問われる場合があります。日頃から点検、

事務局長 　 渡部　進 わたなべ すすむ

手段の確保が難しくなり、開催を断念せざるを得ない状況となりました
ですが、３月１１日に起きた「東日本大震災」により、身の安全と交通
　今年度もみなさんに支えられて開催が目前にせまっていた第11回大会

報告 第11回全国高等学校版画選手権大会の中止について 既存の建築物における外壁等の落下防止について案内

人事

事務局長 　 渡部　進 4月からお世話になっております事務局長の渡部 進
わたなべ すすむ

と申します。 診断し、異常が認められときは早急に補修・改修をすることで、外壁の維持保全が保たれます。また、適

局長としての勤務は当地が初めてのため、至らない点が多々あ 正な維持保全は建築物の長寿命化にも繋がります。

ろうかとは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

2 外壁の点検等について

経営指導員 小池　雄一郎 3年ぶりの相川町商工会での勤務となりますが初心を忘れずに 　外壁の点検及び補修等については、専門の資格者(一級又は二級建築士等)に依頼して実施してもら

頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 うようにお願いします。異常がない場合でも定期的に専門資格者へ点検依頼をされることもお願いしま

す。

記帳指導員 寺尾　宏子 不慣れでご迷惑をおかけすることと思いますが、よろしくお願い

いたします。 　3  日頃の点検方法について

中小企業指導員佐藤　大夢 社会人として初めての勤務となります。精一杯、頑張ります。 　所有者(管理者)ご自身でも日頃から外壁の劣化状況等について、外壁の一部が欠けている、外壁に

よろしくお願いいたします。 膨らみが見られる等の異常がないか点検をするよう努めてください。

※建築基準法の規定では、建築物の所有者又は管理者は建築物を常時適法な状態に維持するように

　努めなければならないとされております。活 動 報 告社会
保険

平成23年度から健康保険料率
が変わります 　努めなければならないとされております。

平成23年度3月(4月納付分)からの社会保険料率は お問合せ先　佐渡地域振興局地域整備部建築課

次の通りです。 電         話　0259-74-3339

健康保険料率

現行 平成23年度3月分～

☑ 労働相談 労働に関する問題でお困りの方はお電話ください。

・解雇、退職、雇用保険、賃金などの労働問題

介護保険料率 ・就業規則の改定などの労使関係

現行 平成23年度3月分～ 　1月7日の50周年記念式典後より制作にとりかかっ [相談時間] 月～金（祝日除く） ８：３０～１７：１５

た50年のあゆみを続けた記念誌です。ぜひ、一読 ※相談は無料です。無料の弁護士相談(要予約)もあります。

くださいますようお願いします。 ☑ 年金相談 ４月の年金相談は以下の日時、会場で実施します。

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者) ・ 20(水) 13:30～16:30 [佐渡中央会館（佐和田）]

 は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。 お詫びと訂正 ・ 21(木) 9:00～11:30 [両津地区公民館]

p79会員名簿　美味魚　今井イサ子さんは、 ・ 21(木) 8:50～11:00 [小木町商工会]

内　　容

TEL025-232-6110

TEL025-225-3008

活 動 報 告

新潟西年金事務所

テーマ
関
係
機
関
か
ら
の
お
知
ら
せ

関係機関

新潟労働相談所

保険 が変わります

９．２９％ ９．４３％

１．５０％ １．５１％

〔金泉地区〕となります。お詫びし訂正いたします。 相談をご希望の方は、年金事務所へ電話予約してください。
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